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「HBｓ抗体（定性）」報告形式変更のお知らせ 

 
謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、標記検査項目につきまして、今回の保点改定により定性表記が認められなくなりま

したので、報告形式を従来の定性報告から半定量報告に変更させていただくこととなりま

したので、ご案内させていただきます。 
また、本変更に伴いまして、項目名称も併せて変更させていただきます。 
誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察の上、何卒宜しくお願い申し上げます。 
                                    敬 具 
 2010 年 3 月 

 
 報告形式変更項目                      

   ＨＢs 抗体（定性） 
変更期日：2010 年 4 月 1 日(木)受付分より 

             

変更内容 
 

変更箇所          新 現 行 

項目名称 ＨＢｓ抗体 ＨＢｓ抗体(定性) 

基準範囲 8 倍未満  （－） 

単    位          倍 
 

 

お問い合わせは最寄りの営業所 または、
本社・研究所にお願いいたします。 本社・研究所：東京都町田市鶴間５４１番地２
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